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信
用
保
証
協
会
の
政
府
予
算
、
税
制
措
置
お
よ
び
代
位
弁
済
請
求
等
の
実
態
に
関
す
る
質
問
主
意
書

信
用
保
証
協
会
は
、
政
府
の
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
支
援
策
に
基
づ
き
、
資
金
繰
り
支
援
を
は
じ
め
、
地
域
に
お
け
る

創
業
や
事
業
再
生
支
援
を
通
じ
、
中
小
企
業
金
融
の
最
後
の
拠
り
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
最
初
の
拠
り
所
と
も
い
え
る
。
し
た

が
っ
て
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
も
、
信
用
保
証
協
会
自
体
の
財
務
体
質
は
強
固
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
ず
政
府
予
算
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
七
年
度
政
府
予
算
に
お
い
て
、
信
用
保
険
向
け
政
府
出
資
金
は
確
保
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
額
は
、
前
年
と
較
べ

て
ど
れ
ほ
ど
要
求
さ
れ
て
い
る
の
か
。
信
用
保
証
協
会
等
基
金
補
助
金
は
確
保
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
額
は
、
前
年
と
較
べ
て

ど
れ
ほ
ど
要
求
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
経
営
安
定
関
連
保
証
等
対
策
費
補
助
金
は
確
保
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
額
は
、
前

年
と
較
べ
て
ど
れ
ほ
ど
要
求
さ
れ
て
い
る
の
か
。

次
に
、
税
制
措
置
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

二

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
が
、
信
用
保
証
協
会
に
担
保
を
提
供
す
る
場
合
に
負
担
す
る
抵
当
権
設
定
の
登
録
免
許
税
の

税
率
は
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
り
軽
減
さ
れ
て
い
る
が
、
適
用
期
限
が
切
れ
る
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
、
現
行
軽
減

税
率
は
継
続
さ
れ
る
の
か
。

一



最
後
に
、
信
用
保
証
協
会
へ
の
代
位
弁
済
請
求
等
の
実
態
に
つ
い
て
、
質
問
す
る
。

三

金
融
機
関
が
、
保
証
協
会
に
代
位
弁
済
を
請
求
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
、
ど
の
く
ら
い
の
件
数
あ
る
か
。
ま
た
、
そ
の
金
額

は
い
く
ら
か
。
直
近
五
年
間
に
つ
い
て
、
年
度
毎
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

保
証
協
会
が
、
債
務
者
か
ら
求
償
さ
せ
た
の
は
、
過
去
五
年
間
で
ど
の
位
の
件
数
、
ま
た
そ
の
金
額
は
い
く
ら
に
な
る

か
。
そ
の
う
ち
連
帯
保
証
人
（
物
上
保
証
人
）
に
求
償
さ
れ
た
割
合
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。

五

保
証
協
会
か
ら
の
代
位
弁
済
に
も
と
づ
き
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
に
対
す
る
保
険
金
請
求
は
、
過
去
、
五
年
間
で
ど
の

く
ら
い
の
件
数
、
ま
た
そ
の
金
額
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
こ
の
間
の
保
険
料
収
入
は
、
い
く
ら
か
。
そ
れ
ぞ
れ
、
件
数
と
そ

の
金
額
を
年
度
毎
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

平
成
十
八
年
度
以
降
は
、
信
用
保
証
協
会
は
、
経
営
者
以
外
の
第
三
者
保
証
を
と
る
こ
と
が
原
則
禁
止
と
な
っ
て
い
る
が

こ
の
理
解
で
よ
い
か
。
第
三
者
の
自
宅
等
に
担
保
設
定
（
物
上
保
証
）
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
禁
止
し
て
い
な
い
の
か
。

あ
れ
ば
そ
の
件
数
と
、
金
額
を
年
度
毎
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

信
用
保
証
協
会
は
、
平
成
十
八
年
度
以
前
に
第
三
者
保
証
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
自
宅
、
給
与
の
差
押
な
ど

の
債
権
回
収
は
現
在
で
も
お
こ
な
っ
て
い
る
の
か
。
お
こ
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
件
数
と
金
額
を
年
度
毎
に
明
ら
か
に
さ

二



れ
た
い
。

八

保
証
協
会
付
き
融
資
金
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
が
、
金
融
機
関
の
旧
債
振
替
に
使
わ
れ
る
例
が
多
発
し
て
い
る
と
き
く
。

旧
債
振
替
は
国
の
指
針
に
則
す
る
の
か
。
国
は
実
態
を
把
握
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
旧
債
振
替
は
、
過
去
五
年
間
の
保
証
協

会
付
き
融
資
の
う
ち
、
ど
の
く
ら
い
の
割
合
を
占
め
る
か
。
件
数
と
金
額
を
年
度
毎
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

三
か
ら
八
を
踏
ま
え
て
、
信
用
保
証
協
会
に
対
す
る
財
政
お
よ
び
税
制
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
求
め

る
。

右
質
問
す
る
。

三


